
（市民課にて申請して取得）

□ ５通
□ 無い場合は必ず登録して取得

□ 戸籍謄本
□ 住民票

（税制課または資産税課にて申請して取得）

（法務局にて申請して取得）

□ 自宅分
□ 自宅以外の分

□ 銀行の通帳
□ 郵便局の通帳

□ 健康保険証
□ 生命保険 □ 火災保険
□ 地震保険 □ 自動車保険

□ 自宅分
□ 自宅以外の分

□ 株券
□ 信託受益証券
□ 国債

□ 住宅
□ 自動車

被相続人名義のものを全て確認させていただきますので原本をご用意下さい

相続対策.ねっと　相続対策

　自動車関係

□

　戸籍関係

　固定資産評価証明書

　不動産関係

１通

　ローン関係

相続調査は法定相続人の特定から作業がはじまります。

□ 車検証

　預貯金通帳関係

　保険関係（証券）

　年金関係

　株式・国債関係

　相続人の印鑑証明


